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第２章 基本条件の設定 

１ 定期点検結果 

 1-1 点検実施状況 

 ペデストリアンデッキでは、2007 年度（平成 19 年度）、2015 年度（平成 27 年度）、

2020 年度（令和 2 年度）に点検を実施しています。 

橋梁の点検については、国土交通省より、2014 年（平成 26 年）に 5 年に 1 回の頻度で

行うことを基本とする省令が告示されました。本デッキについては、この省令を順守して、

2025 年度、2030 年度・・・と修繕工事と調整を図りながら点検を実施していく予定です。 

 デッキ床部や階段及び大屋根の調査は、機材（高所作業車等）を用いない徒歩による点検

となるため昼間作業となります。なお、デッキ床部や階段では、駅利用者等が多いことから、

点検者と歩行者誘導員により調査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1 調査状況写真（デッキ床部、大屋根） 

 

デッキ側面及び下面調査は、足場設備（高所作業車等）を用いた点検となります。なお、

足場設備が必要となるため、バスが通行しない時間帯（終バス～始バス）の作業となります。 
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写真 2-2 調査状況写真（高所作業車及び脚立） 

 

1-2 損傷状況概要 

(1)デッキ床部 

デッキ床部は、2006 年度（平成 18 年度）に現在のタイル舗装が施工され、約 15 年が

経過しています。主な損傷は、デッキ全体を通して目地のシール材の劣化で、床部の下面側

であるデッキ内部の雨漏りにつながっていることが考えられます。また、タイル自体の割れ

やはがれがデッキ全体で散見される状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-3 デッキ床部状況写真 
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(2)デッキ外面 

 デッキ外面では、主に雨漏り跡が散見されました。この漏水は、デッキ床部からデッキ内

部に入り込んだ雨水が漏れ出たものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4 デッキ外面の雨漏り跡状況写真 

 

(3)デッキ内部 

デッキ内部は床部からの雨漏りによる腐食が確認されました。デッキ全体で主構造である

橋梁鋼部材は、軽微な腐食でした。１期デッキでは化粧パネル及び吊金具の腐食が著しい状

態となっていたため、化粧板を撤去し、主構造の橋梁鋼部材の塗替えを行いました。その他

のデッキ内部は、雨漏りが見られるものの、主構造の橋梁鋼部材は健全でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-5 デッキ内部状況写真（[１期デッキ] 左：補修前、右：補修後） 
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 1-3 健全性の診断 

 点検では、｢横断歩道橋定期点検要領 2019 年（平成 31 年）2 月 国土交通省道路局｣

（以下、横断歩道橋点検要領という）により、2020 年度（令和 2 年度）にペデストリアン

デッキの健全性の診断（Ⅰ～Ⅳ）を行いました。各デッキ（１期デッキ、２期デッキ(A デッ

キ、B デッキ)、西側デッキ）ごとに健全性の診断を行った結果、いずれも「Ⅱ（予防保全段

階）」と診断されました。 

しかし、デッキ全体を通してタイル舗装が劣化しており、毎年小規模の補修工事を行って

いますが費用負担が大きく、また A デッキ大屋根等からの雨漏りも確認されていることから、

抜本的な対応が必要との点検結果となりました。 

 

表 2-1 健全性の診断判定区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各デッキで健全性の診断判定区分が「Ⅱ（予防保全段階）」と診断されたのは、主に下

記のとおりです。 

・１期デッキ：舗装及び地覆の伸縮目地及び一部タイル。 

・２期デッキ（A デッキ、Ｂデッキ） 

：舗装及び地覆の伸縮目地及び一部タイル。 

・西側デッキ：舗装及び地覆の伸縮目地及び一部タイル。 
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２ 補修方針 

現時点では、構造的に緊急な修繕が必要な箇所はありませんが、一方で、供用開始から 25

年以上経過したことで、タイル舗装に劣化が見られるなど、一定の予防保全の措置が必要な

状況となっています。こうした状況から、デッキの修繕については、定期的な点検を継続し

ながら、安全性や利便性、経済性を考慮し、計画的かつ段階的に必要な予防保全を図ってい

くものとします。 

なお、本計画では、2031 年度までの概ね 9 年間で主要な修繕工事が完了するスケジュー

ルとなっていますが、5 年に１回実施する定期点検の結果を踏まえ、必要に応じて修繕計画

及びスケジュールを見直していくものとします。 

 修繕計画の検討では、部材・設備等の劣化や老朽度、部材の重要度、修繕費用、駅前広場

利用者等への影響などを総合的に勘案し、修繕箇所の優先度や内容等について検討を行いま

した。 

 具体的な修繕内容としては、雨漏り対策、タイル舗装の改修、電気設備や監視システムの

更新、化粧パネル改修等について、計画的に実施していく予定としています。 

 

 

 

 

 

 修繕の優先度は、部材・設備等の劣化・老朽度、部材の重要度、駅前広場利用者等への影

響などを総合的に勘案して設定します。 

 雨水の雨漏りが駅前広場利用者に与える影響や、雨漏りが部材の劣化の進行につながるこ

となどを踏まえ、雨漏り対策を優先して取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優先的に修繕が必要な箇所】 

 ① 雨漏り対策（タイル舗装の改修等） 

 ② 大屋根及びスロープ上屋のシール材 

 ③ 電気設備（LED 化等） 

理由：駅前広場利用者への影響、雨漏りに伴う部材の劣化の進行、溜まった雨 

水による電気系統への影響の懸念 

 

【計画的かつ段階的な修繕の実施】 

 第一期施工：１期デッキ（1993 年（平成５年）竣工）を中心とする構造の改修 

第二期施工：全デッキと大屋根及びスロープ上屋を中心とする構造の改修 

第三期施工：2 期デッキ（2006 年（平成 18 年）竣工）を中心とする構造の改修 
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３ 現況構造の改修 

部材の取替えや維持管理を行う上で課題のある構造については、元の構造と同じ構造に復

旧させるのではなく、「今後の維持管理上より良い構造」とする検討を行います。 

 

 3-1 デッキ舗装の改修案 

現在の舗装は、「磁器質タイル舗装」と呼ばれる構造となっています。この舗装は、景観

性が高く、利用者が多い公共施設で採用されることが多いものです。また、磁器質タイルは、

耐久性の高い製品となっていますが、このタイルの接着力が年々低下しているため、はがれ

てしまうタイルが増えてきました。このため、毎年部分的な補修を行っています。最近では、

この部分的な補修を行うことで維持管理費用が増加していることが問題となってきました。 

このため、ペデストリアンデッキの新しい舗装として、次の3案について比較検討を行い

ました。 

【第１案】磁器質タイル舗装（現況） 

【第２案】アスファルト再加熱型押し工法 

【第３案】型枠式カラータイル舗装 

比較検討の結果、今後のペデストリアンデッキの舗装は、景観性や耐久性を持ちつつ工事

の施工性や維持管理性も優れている「型枠式カラータイル舗装」を採用していきます。次ペ

ージに比較検討に用いた舗装比較表を示します。 
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表 2-2 舗装比較表 
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 3-2 大屋根及びスロープ上屋の改修案 

現在、ペデストリアンデッキの不具合として、2期デッキ（Ａデッキ）の大屋根及びスロ

ープ上屋において雨天時に雨漏りが起きることが挙げられます。この雨漏りは劣化したシー

ル材の改修により軽減されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-6 大屋根の主なシール材改修箇所 
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 3-3 電気設備の改修案 

(1)照明施設のLED化  

 照明施設についても供用開始から25年以上が経過しており、老朽化による不具合が年々増

加してきています。現在は不具合が出た箇所に対して部分補修による対応を実施しています。

しかし、ペデストリアンデッキ全体の照明器具の老朽化が進んでいることだけでなく、地球

温暖化対策の電気使用量の節減や温室効果ガスの削減に努める世の中の動きを勘案し、ペデ

ストリアンデッキ及び地上部の照明施設は省電力効果が期待できるLED照明に置き換える計

画を進めていくものとしますが、他の修繕工事の進捗状況等を踏まえ進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-7 ペデストリアンデッキの現況照明 

 

(2)電気配線工事 

 1 期デッキでは化粧パネルを撤去したことにより、電気配線は化粧パネルがない状態でも、

落下や景観に問題がないような構造としました。現況の電気配線については、概略の配線図

での確認となるため、実際の電線収容の詳細が不明確な箇所があります。2 期デッキの電気

配線の見直しは、ペデストリアンデッキ化粧パネル撤去後に、詳細調査・設計等が必要とな

ります。 

 このため、本改修計画における電気配線の見直しは、あくまで概略の計画とします。 

 


